
総社市立幼稚園規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月１９日 

 

総社市教育委員会教育長 久 山 延 司 

 

総社市教育委員会規則第２号 

 

総社市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

 

総社市立幼稚園規則（平成１７年総社市教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（１学級の幼児数） 

第６条 幼稚園の１学級の幼児数は，原則として３歳児は２５人以下，４歳

児及び５歳児はそれぞれ３０人以下とする。 

 

別表（第２条関係） 

名 称 園児定員 

総社市立総社幼稚園 200人 

総社市立総社南幼稚園 170人 

総社市立総社北幼稚園 115人 

総社市立常盤幼稚園 280人 

総社市立三須幼稚園 85人 

総社市立服部幼稚園 85人 

総社市立阿曽幼稚園 85人 

総社市立池田幼稚園 55人 

総社市立秦幼稚園 85人 

総社市立神在幼稚園 85人 

総社市立久代幼稚園 115人 

総社市立山田幼稚園 55人 

総社市立新本幼稚園 55人 

 

（１学級の幼児数） 

第６条 幼稚園の１学級の幼児数は，原則として３歳児は２５人以下，４歳

児及び５歳児はそれぞれ３５人以下とする。 

 

別表（第２条関係） 

名 称 園児定員 

総社市立総社幼稚園 225人 

総社市立総社南幼稚園 190人 

総社市立総社北幼稚園 130人 

総社市立常盤幼稚園 310人 

総社市立三須幼稚園 95人 

総社市立服部幼稚園 95人 

総社市立阿曽幼稚園 95人 

総社市立池田幼稚園 60人 

総社市立秦幼稚園 95人 

総社市立神在幼稚園 95人 

総社市立久代幼稚園 130人 

総社市立山田幼稚園 60人 

総社市立新本幼稚園 60人 



改 正 後 改 正 前 

総社市立昭和五つ星学園幼稚園 85人 

総社市立山手幼稚園 170人 

  

総社市立昭和五つ星学園幼稚園 95人 

総社市立山手幼稚園 190人 
 

    

附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 


